
   パトロールカードの制定について(例規通達) 

 この度、パトロールカード（以下「カード」という。）の様式を定め、平成 20 年６月１

日から次のとおり施行することとしたから、効果的な運用を図られたい。 

記 

１ 目的 

  県民の治安に対する安心感の醸成及び県民の自主防犯意識の高揚を図ることにより、

信頼される力強い地域警察の運営に資することを目的とする。 

２ カードの種別 

  カードの種別は、次の２種類とする。 

⑴ 自動車警ら係勤務員用（別記様式第１号） 

⑵ 交番・駐在所勤務員用（別記様式第２号） 

３ カードの配布先 

⑴ 事件事故の多発又は発生が予想される地域あるいは世帯 

⑵ 住民からパトロール要望のある地域あるいは世帯 

⑶ 巡回連絡時の不在世帯 

⑷ その他カードの配布が効果的かつ必要と認められる地域あるいは世帯 

４ カードの配布要領 

地域警察官は、警ら、巡回連絡等の地域警察活動を通じて、積極的に配布先のポスト、 

新聞受け等にカードを配布する。 

５ 留意事項 

⑴ できる限り手書きの添え書きを行い、きめ細かな情報発信に努めること。 

⑵ 記入及び配布に当たっては、プライバシーの保護に留意すること。 



別記様式第１号（２（１）関係） 
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別記様式第２号（２（２）関係） 
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